
令和７年度　精華町人権講演会

　時折そんな声を耳にしませんか。2025年になっ
た今でも、私たちが暮らすこの社会に差別は存在
しています。だからこそ差別に向き合うために必
要なのは、一人ひとりの「人権感覚」が求められ
ています。
　誰もが傷付けられることなく、また、傷付ける
ことなく暮らしていくために、人権課題を学びほ
ぐしながら、一緒に考えてみませんか。

主　　催：精華町人権啓発推進委員会、精華町
問合せ先：精華町人権啓発推進委員会事務局（精華町人権センター内）0774-94-3696

私からはじめる
私たちの多様性社会

三木 幸美氏

1月27日㈫
午後3時～午後4時30分

（開場：午後2時30分）

精華町交流ホール（精華町役場２階）精華町交流ホール（精華町役場２階）

令和８年
入場料

無料

ミ　  キ　 　 ユ  キ  ミ

（公益財団法人とよなか　
　国際交流協会 事業主任）

場　所場　所

申込先着 60名 ※ただし、町内在住または在勤者に限る。申込先着 60名 ※ただし、町内在住または在勤者に限る。申込先着 60名 ※ただし、町内在住または在勤者に限る。定　員定　員

1月6日㈫～ 1月21日㈬の間に電話・窓口又は申込
フォームからお申し込みください。（詳細は裏面）
1月6日㈫～ 1月21日㈬の間に電話・窓口又は申込
フォームからお申し込みください。（詳細は裏面）
1月6日㈫～ 1月21日㈬の間に電話・窓口又は申込
フォームからお申し込みください。（詳細は裏面）

申　込
期　間
申　込
期　間

要約筆記：有
託児（対象：満３ヶ月児～就学前児童）を利用される場合は、
1月16日㈮までにお申し込みください。（無料、先着10名）
お申し込みの際は、お子様のお名前と年齢をお伝えください。

要約筆記：有
託児（対象：満３ヶ月児～就学前児童）を利用される場合は、
1月16日㈮までにお申し込みください。（無料、先着10名）
お申し込みの際は、お子様のお名前と年齢をお伝えください。

要約筆記：有
託児（対象：満３ヶ月児～就学前児童）を利用される場合は、
1月16日㈮までにお申し込みください。（無料、先着10名）
お申し込みの際は、お子様のお名前と年齢をお伝えください。

その他その他

「人権が大事なのはわかるけど、
気にしすぎじゃない…？」



フィリピンと日本の『ハーフ』として大阪の被差別部落で生まれ、無戸籍・無国籍児から８
歳で『日本人』となる。学生時代に外国にルーツをもつ子ども・若者支援活動をはじめ、平
成28年度より公益財団法人とよなか国際交流協会職員となり、講談社現代ビジネスでの執筆
や講演、NHK・Eテレ『バリバラ』出演など多方面で発信を続けている。

令和７年度精華町人権講演会　申込書
○窓口（人権啓発課・人権センター）で申し込む場合は、下記に必要事項を記入してください。

※講演について急な変更等があった場合に連絡させていただくことがありますので、日中つ
ながりやすい連絡先をご記入ください。
※託児を希望された場合は、お子様のお名前と年齢をご記入ください。
※ご記入いただいた内容は、本講演での連絡が必要な場合にのみ使用させていただきます。

○電話、申し込みフォーム（右のQRコード）によるお申し込みも可能です。
　TEL：0744-94-3696
　URL：https://logoform.jp/form/Wt2M/1319179
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託児（お名前・年齢　　　　　　　　　　　　  ）希望される場合、◯

をつけてください

　この制度は、第三者や代理人があなたの住民票の写しや戸籍謄本等の証明書を取得した場合、その
交付事実を事前に登録されたご本人へ文書で通知するものです。
　この制度に多くの人が登録することで、個人情報の不正な取得を抑止する効果が期待でき、人権侵
害を未然に防ぐことができます。
　ご登録は「精華町役場　総合窓口課」でお手続きしていただけますので、ぜひご活用ください。

講師紹介
公益財団法人とよなか国際交流協会　事業主任 三木　幸美 氏

 ミ　キ　　 ユ キ ミ

◆事前登録型本人通知制度

◇問合せ先：精華町役場　総合窓口課（TEL 0774-95-1915）


